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『改正水質汚濁防止法施行』構造基準創設に対応する二重管の紹介

工場または事業場からの有害物質の漏えいによる地下水の汚染事例が、毎年継続的に確認されてい

ます。これらは、事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老朽化や、生産設備等の使用時作業ミス等

による漏えいが原因の大半です。地下水汚染は、自然の浄化作用による水質の改善が期待できない事

から一度汚染すると回復が困難なために、水質汚濁防止法が改正されました。

この中で、構造等に関する基準が創設され、配管等については強度、劣化防止、腐食防止や、漏洩が

目視で容易に確認できることとし、さらに定期点検を義務付けています。

今回は、配管用として幅広く使用されています塩ビ配管の【二重管システム】を紹介します。今回の法

改正に限らず、薬液配管や冷却水、給排水配管等からの大量漏えい事故の予防対策として有用です。

検討の際には弊社の担当者に気軽に声をおかけください。

塩ビ配管二重管システム概要

水質汚濁防止法改正 平成２４年６月１日施行
改正内容
①対象施設の拡大（有害物質使用特定施設・有害物質次追増指定施設）
②構造等に関する基準順守義務等
③基準順守義務違反者に対する改善命令、一時停止命令
（３年間の適用猶予期間有 平成２７年５月３１日まで）

④定期点検の義務の創設

エルボ・チーズ写真

有害物質漏えいによる
地下水汚染時の対象法冷

予防措置：水質汚濁防止法
事後措置：汚染の除去等は

土壌汚染対策法

メーカーカタログから抜粋

有害物質を漏洩させてしまったら

○外部への液漏れ防止
○液漏れの早期発見可能
○さまざまな場所での施工可能
○二重管空気層に保温効果あり
○保護管による実管への衝撃緩和
○実管への自然劣化軽減


